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・
カ
ピ
タ
ン
協
会
グ
リ
マ
ル
デ
ィ
委
員
会
に
よ
る
条
文
案
お
よ
び
そ
の
解
説
─ 

齋
藤
由
起　
　

判
例
研
究

〔
商
法
〕…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
商
法
研
究
会

　

六
一
四　

会
計
限
定
監
査
役
は
、
特
段
の
事
情
の
な
い
限
り
、
会
計
帳
簿
に
不
適
正
な
記
載
が
あ
る

　
　
　
　
　

こ
と
を
積
極
的
に
調
査
発
見
す
べ
き
義
務
を
負
わ
な
い
と
さ
れ
た
事
例 

三　

三五　

長　

畑　

周　

史
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六
一
五　

株
券
発
行
会
社
に
お
い
て
譲
受
人
は
意
思
表
示
の
み
に
よ
っ
て
有
効
に
株
式
の
譲
渡
を
受

　
　
　
　
　

け
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
た
事
例 

四　

一一七　

武　

田　

典　

浩

　

六
一
六　

任
期
短
縮
の
定
款
変
更
に
よ
る
退
任
取
締
役
と
会
社
法
三
三
九
条
二
項 

五　

八一　

池　

島　

真　

策

　

六
一
七　

反
社
会
的
勢
力
防
止
に
係
る
グ
ル
ー
プ
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
の
構
築
義
務
お
よ
び
具
体
的

　
　
　
　
　

取
引
の
解
消
義
務
の
違
反
が
な
い
と
さ
れ
た
事
例
─
─
み
ず
ほ
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル
グ
ル
ー

　
　
　
　
　

プ
株
主
代
表
訴
訟
事
件 

六　

一二七　

柳　
　
　

明　

昌

　

六
一
八　

招
集
株
主
に
よ
る
ク
オ
カ
ー
ド
贈
与
の
表
明
と
株
主
総
会
開
催
禁
止
の
仮
処
分 

七　

九七　

久
保
田
安
彦

　

六
一
九　

一
人
株
主
の
意
思
決
定
に
従
っ
た
取
締
役
に
任
務
懈
怠
が
あ
る
と
は
い
え
な
い
と
さ
れ
た

　
　
　
　
　

事
例 

八　

五七　

山
本
爲
三
郎

　

六
二
〇　

法
人
株
主
の
株
主
資
格
確
認
の
方
法
と
弁
護
士
に
よ
る
議
決
権
の
代
理
行
使
の
可
否 

九　

一一三　

遠　

藤　

元　

一

　

六
二
一　

不
正
会
計
お
よ
び
違
法
配
当
に
つ
き
代
表
取
締
役
の
責
任
を
否
定
し
た
事
例
（
リ
ソ
ー
教

　
　
　
　
　

育
事
件
） 

十　

六一　

大　

島　

一　

輝

　

六
二
二　
「
八
ッ
橋
」
の
製
造
開
始
を
元
禄
二
年
で
あ
る
と
す
る
表
示
が
不
正
競
争
防
止
法
が
禁
じ

　
　
　
　
　

る
品
質
等
誤
認
表
示
に
該
当
す
る
か
が
争
わ
れ
た
事
例 

一一　

一三七　

諏
訪
野　
　

大

　
　
　
　
　

取
締
役
会
に
よ
る
代
表
取
締
役
の
解
職
決
議
は
有
効
で
あ
り
、
解
職
さ
れ
た
代
表
取
締
役

　

六
二
三　

は
将
来
得
べ
か
り
し
報
酬
に
相
当
す
る
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
さ
れ

　
　
　
　
　

た
事
例 

一二　

一二一　

鈴
木
千
佳
子

〔
最
高
裁
民
訴
事
例
研
究
〕　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
民
事
訴
訟
法
研
究
会

　

四
六
九　

令
二
1
（
民
集
七
四
巻
三
号
六
四
六
頁
） 

四　

一二九　

工　

藤　

敏　

隆

　

四
七
〇　

令
二
2
（
民
集
七
四
巻
六
号
一
六
九
三
頁
） 

五　

九三　

三　

木　

浩　

一

　

四
七
一　

令
二
3
（
民
集
七
四
巻
三
号
四
五
五
頁
） 

六　

一四七　

川　

嶋　

隆　

憲



155

法学研究第94巻総目次

〔
民
集
未
登
載
最
高
裁
民
訴
事
例
研
究
〕  

……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
民
事
訴
訟
法
研
究
会

　

48 　

共
同
漁
業
権
か
ら
派
生
す
る
漁
業
行
使
権
に
基
づ
く
潮
受
堤
防
排
水
門
の
開
門
請
求
を
認
容
す
る
判
決

が
確
定
し
た
後
、
当
該
確
定
判
決
に
係
る
訴
訟
の
口
頭
弁
論
終
結
時
に
存
在
し
た
共
同
漁
業
権
か
ら
派

生
す
る
漁
業
行
使
権
に
基
づ
く
開
門
請
求
権
が
消
滅
し
た
こ
と
の
み
で
は
当
該
確
定
判
決
に
対
す
る
請

求
異
議
の
事
由
と
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
た
事
例

　
　
　

請
求
異
議
事
件

　
　
　

最
高
裁
令
和
元
年
九
月
一
三
日
第
二
小
法
廷
判
決
（
平
三
〇
（
受
）
第
一
八
七
四
号
、
破
棄
差
戻
）　

　
　
　

判
例
時
報
二
四
三
四
号
一
六
頁
、
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
四
六
六
号
五
八
頁　
　
　
　
　
　
　

　

49 　

債
権
の
仮
差
押
え
が
な
さ
れ
た
後
に
仮
差
押
債
務
者
が
第
三
債
務
者
と
の
間
で
示
談
を
し
た
場
合
に
お

い
て
、
当
該
債
権
に
対
す
る
転
付
命
令
を
得
た
仮
差
押
債
権
者
が
第
三
債
務
者
に
対
し
て
示
談
金
額
を

超
え
る
額
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
た
原
審
の
判
断
に
、
違
法
が
あ
る
と
さ
れ
た
事
例

　
　
　

損
害
賠
償
等
請
求
事
件

　
　
　

最
高
裁
令
和
三
年
一
月
一
二
日
第
三
小
法
廷
判
決
（
令
元
（
受
）
第
一
一
六
六
号
、
破
棄
差
戻
し
）

　
　
　

裁
判
所
時
報
一
七
六
〇
号
一
頁

紹
介
と
批
評

Rachel Busbridge,
M

ulticultural Politics of R
ecognition and Postcolonial Citizenship: R

ethinking the N
ation　

……

三　

五一　

関　

根　

政　

美

ク
ラ
イ
ブ
・
ハ
ミ
ル
ト
ン
著
（
山
岡
鉄
秀
監
訳
・
奥
山
真
司
訳
）　

……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

八　

七一　

関　

根　

政　

美

　
『
目
に
見
え
ぬ
侵
略
─
中
国
の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
支
配
計
画
─
』

Gian Paolo Rom
ano,

Le dilem
m

e du renvoi en droit international privé: La thèse, l

’antithèse et la recherche 
d

’une synthèse　

……
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

十　

八七　

北　

澤　

安　

紀

七　

一一三　

大
濱　

し
の
ぶ

十　

七五　

三　

木　

浩　

一
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特
別
記
事

大
森
正
仁
教
授
略
歴
・
主
要
業
績 

一　

二四三

添
谷
芳
秀
教
授
略
歴
・
主
要
業
績 

二　

四四九

山
口
信
治
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告 

三　

六三

相
川
裕
亮
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告 

三　

七二

堀
江
湛
先
生
追
悼
記
事 

三　

八七

橋
本
広
大
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告 

四　

一四五

姜
兌
亜
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告 

四　

一六〇

石
塚
壮
太
郎
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告 

八　

八五

李
侑
娜
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告 

八　

九五

木
下
恵
二
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告 

十　

九九

令
和
三
年
度
慶
應
法
学
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
ウ
ィ
ズ
コ
ロ
ナ
社
会
を
考
え
る
」 

一二　

一三五


